
 

 聖籠町教育長の営利企業等の従事制限に関する規則をここに公布する。 

  平成２７年４月１日 

聖籠町長    渡邊 廣吉 

聖籠町規則第２３号 

   聖籠町教育長の営利企業等の従事制限に関する規則 

（趣旨） 

第 1 条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２

号。以下「法」という。）第１１条第７項の規定に基づく営利企業等の従事

に関する聖籠町教育委員会（以下「教育委員会」という。）の許可の基準は、

この規則の定めるところによる。 

（制限される地位） 

第２条 法第１１条第７項の規定に基づき、教育長が教育委員会の許可を受け

なければ兼ねてはならない地位は、同項に規定する役員のほか、次に掲げる

ものとする。 

（１） 顧問 

（２） 相談役 

（３） 評議員 

（４） その他前３号に掲げるものに準ずる地位 

（許可の基準） 

第３条 教育委員会は、教育長が法第１１条第７項に規定する営利企業等に従

事することについては、次に掲げる要件を具備し、かつ、法の精神に反しな

いと認める場合に限り、許可することができる。 

（１） 職務の遂行に支障がないこと。 

（２） 教育長の職との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこ

と。 

２ 教育委員会は、法第１１条第７項の規定に基づいて許可した場合において、

前項に規定する要件を具備するに至らなくなったとき、又はそのおそれがあ

ると認められるに至ったときは、速やかに許可を取り消さなければならない。 

（その他） 

第 4 条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。 



 

附 則 

 この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 


